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過去10年間、Catholic Archdioceses of Milwaukee、 Stockton and Minneapolis 、Boy Scouts of
America 、 USA Gymnasticなどにおける大規模不法行為や性的虐待に関する責任を解決する手段と
して、米国の破産裁判所がますます頻繁に利用されてきた。現在では、支払能力を有する大企業
が、製造物責任や人身傷害に対する損害賠償請求を解決するために、破産手続の利用を試みること
もある。このような事例では、法律の解釈を限界まで拡大し、債権者のために財産が信託されるこ
とと引き換えに、当該企業に対する全ての請求を禁止する広範な差止命令を発する内容の和解案を
承認することが、破産裁判所には求められている。このような事例は、世間の批判や議会の注目の
的になっており、裁判所もそのような動きを無視できなくなってきている。

支払能力を有する企業が子会社を設立し、テキサス州法上の「divisional merger（分割合併）」に
よって、親会社に対する人身傷害に基づく損害賠償債務を当該子会社に引き受けさせ、その後、当
該子会社を破産させる方法（俗に「テキサス2ステップ」と言われている）がある。この場合、当
該子会社は、破産裁判所が既に発生しているおよび将来発生するであろう人身傷害に対する損害賠
償請求額を見積もること、当該損害賠償請求に対する支払いを行うための信託を組成すること、当
該信託へ資金を拠出することと引き換えに、当該親会社に対する全ての請求を禁止することを提案
する。このプロセスについては、人身傷害に対する損害賠償請求を裁く伝統的な法制度を回避する
ものであり、人身傷害の被害を受けた者から裁判の場で自らの主張を述べる機会を奪い、また、破
産裁判所による損害賠償請求額の見積もり額が低すぎ、信託財産が不足して損害が完全には賠償さ
れないリスクに請求権者（特に、将来の請求権者）をさらす、との批判がなされている。

「テキサス2ステップ」は、2017年のBestwallの事例（Georgia Pacificのアスベストに関する責任を
引き受けさせるために、子会社が設立された）において初めて利用され、その後、2019年にDBMP
の事例（CertainTeedがアスベストに関する責任を、その子会社に引き受けさせた）、2020年の
Aldrich Pump and Murray Boilerの事例（同様に、アスベスト関連で、Trane Technologiesが子会社
を設立した）において利用された。また、直近では、2021年に、Johnson & Johnsonがタルカムパ
ウダーに関連する人身傷害に基づく損害賠償債務を引き受けさせるために、子会社LTLを設立した事
例においても利用されている。破産裁判所は、損害賠償請求額の見積手続や親会社を保護するため
の差止命令に理解を示しているようであるが、これらの事例では、その解決までに数年を要し、最
終的な結果（および控訴の結果）はまだはっきりしていない。
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さらに、2022年8月26日、Aearo Technologiesの事例（3Mの子会社が、戦闘用の耳栓の欠陥に起
因する人身傷害に基づく損害賠償請求を受けた）において、破産裁判所は、3Mに対する数千件の訴
訟の進行を阻止する仮差止命令について、Aearo再建の一環として当該仮差止の申立てが行われて
いるにもかかわらず、その発令を拒否した。 関連会社を保護する仮差止命令は、LTLの事例（現
在、連邦控訴裁判所において、破産裁判所の仮差止命令について審理がされている）など多くの大
規模不法行為破産事件で認められてきたことから、Aearoの事例は、支払能力を有する親会社を保
護することへの躊躇いが大きくなっていることを示す事例といえる。

LTLの控訴審やこれらの破産事件の結果がどのようなものであったとしても、支払能力を有する企業
を大規模不法行為訴訟から保護するために破産手続を利用することは、非難の対象となっている。
このような実務が存続し続けるか否かについては、今後の動向を注視する必要がある。
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